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令和８年度実施（令和９年度採用） 

洲本市職員採用試験情報 

 

 令和８年度実施 洲本市職員採用試験の募集職種などについてお知らせします。 

 受験資格・申込期間など詳細については、令和８年７月３日（金）洲本市ホーム

ページに掲載予定の試験案内でご確認ください。（募集職種など変更となる場合

があります） 

 

   

 

 

１．募集職種・採用予定人員・受験資格 

職   種 採用予定人員 受    験    資    格 

事 務 職 Ⅰ 

（ 大 学 卒 ） 

５名程度 

・平成１１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による４年制大学を

卒業した又は令和９年３月に卒業見込みの人 

事 務 職 Ⅱ 

（ 高 校 卒 ） 

・平成１４年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校を卒

業した人又は令和９年３月に卒業見込みの人 

事 務 職 Ⅲ 

（ 障 害 者 ） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の

交付を受けている人で、次の①、②の要件をすべて満たす人 

①平成４年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校以上

を卒業した人又は令和９年３月に卒業見込みの人 

②活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応可能な人 

事 務 職 Ⅳ 

（ 経 験 者 ） 

・平成４年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人で、学校教育

法による４年制大学以上を卒業した人、かつ官公庁、民間企業等における

職務経験を継続して３年以上（令和９年３月末現在）有する人 

技 術 職 

（ 土 木 Ａ ） 

２名程度 

・平成１１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による４年制大学、

短期大学、高等専門学校又は専門学校（修業年限２年以上の専修学校の専

門課程）において、土木技術（農業土木を含む）に関する専門課程を修了

して卒業した人又は令和９年３月に卒業見込みの人 

技 術 職 

（ 土 木 Ｂ ） 

（ 経 験 者 ） 

・昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人で、学校教

育法による４年制大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校（修業年限

２年以上の専修学校の専門課程）において、土木技術（農業土木を含む）

に関する専門課程を修了して卒業した人、かつ官公庁、民間企業等におけ

る土木職としての職務経験を継続して３年以上（令和９年３月末現在）有

する人 

技 術 職 

（ 建 築 Ａ ） 

２名程度 

・平成１１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による４年制大学、

短期大学、高等専門学校又は専門学校（修業年限２年以上の専修学校の専

門課程）において、建築に関する専門課程を修了して卒業した人及び令和

９年３月に卒業見込みの人 

技 術 職 

（ 建 築 Ｂ ） 

（ 経 験 者 ） 

・昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人で、学校教

育法による４年制大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校（修業年限

２年以上の専修学校の専門課程）において、建築に関する専門課程を修了

して卒業した人、かつ官公庁、民間企業等における建築職としての職務経

験を継続して３年以上（令和９年３月末現在）有する人 

洲本市公式マスコット 

キャラクター「なのは」 
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※官公庁、民間企業等の職務経験とは、週当たりの勤務時間が３５時間以上の勤務とします。 

２．第１次試験      令和８年９月２０日（日） 

職       種 科  目 

事務職Ⅰ(大学卒) 教養試験・専門試験（行政）・職場適応性検査 

事務職Ⅱ（高校卒） 

事務職Ⅲ（障害者） 
教養試験・職場適応性検査 

技術職（土木Ａ） 教養試験・専門試験（土木）・職場適応性検査 

技術職（建築Ａ） 教養試験・専門試験（建築）・職場適応性検査 

事務職Ⅳ（経験者） 

技術職（土木Ｂ）（経験者） 

技術職（建築Ｂ）（経験者） 

職務基礎力試験（職務能力試験・職務適応性検査） 

 ※特別な対策や勉強は不要 

技術職（学芸員） 

幼稚園教諭又は保育士 

助産師（経験者） 

看護師（経験者） 

作業療法士 

ＳＰＩ（基礎能力検査・性格検査） 

※公務員試験対策不要 

社会福祉士（経験者） 専門試験（社会福祉）・職場適応性検査 

３．第２次試験      令和８年１０月１７日（土） 

４．第３次試験      令和８年１１月 ７日（土） 

５．第３次試験合格発表  令和８年１１月 中旬 

※自然災害等により日程を変更する場合があります。 

職   種 採用予定人員 受    験    資    格 

技 術 職 

（ 学 芸 員 ） 
１名程度 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大

学を除く）または大学院で考古学、歴史学、文化財学その他これらに準ず

る専門課程を修めて卒業した人又は令和９年３月に卒業見込みの人、かつ

博物館法第５条に定める学芸員資格を有する人又は令和９年３月末まで

に取得見込みの人 

幼 稚 園 教 諭 

又 は 保 育 士 
２名程度 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭免許及び保育士資格

を併せて有する人又は令和９年３月末日までに幼稚園教諭免許及び保育

士資格を併せて取得見込みの人 

助 産 師 

（ 経 験 者 ） 
１名程度 

・昭和４３年４月２日以降に生まれた人で、助産師免許を有する人、かつ官

公庁、民間企業等における助産師としての職務経験を通算して３年以上

（令和９年３月末現在）有する人 

看 護 師 

（ 経 験 者 ） 
１名程度 

・昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人、かつ官

公庁、民間企業等における看護師としての職務経験を通算して３年以上

（令和９年３月末現在）有する人 

社 会 福 祉 士 

（ 経 験 者 ） 
１名程度 

・昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人、

かつ官公庁、民間企業等における社会福祉士としての職務経験（相談業務

等）を通算して３年以上（令和９年３月末現在）有する人 

作 業 療 法 士 １名程度 
・昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、作業療法士免許を有する人又は

令和９年３月末日までに作業療法士免許を取得見込みの人 


